
「地域おこし協力隊（一般社団法人積丹観光協会 一般職員）」を募集します 

  

 風光明媚な景観と道央圏に近い立地条件、豊富な農水産物に恵まれた積丹町は農林

業・水産業・観光業が主要産業で、地域資源を生かした産業振興を行っております。   

この度、積丹町地域内における移動手段の不足を補い、観光客及び地域住民の利便

性向上を図ることを目的に、小規模レンタカー事業を立ち上げるため「積丹町地域お

こし協力隊（一般社団法人積丹観光協会 一般職員）を下記のとおり募集します。 

 なお、任期満了後も引き続き町内に在住し、一般社団法人積丹観光協会職員として

引き続き勤務する意欲と熱意のある方を歓迎します。 

  

【募集人数】 

 １名 

 

【募集条件】 

 （１） 年齢  問いません。 

（２） 性別  問いません。 

（３） 三大都市圏又は国の指定する条件不利地域の区域外に居住しており、採用

決定後、積丹町に移住し、住民票を積丹町に移せる者。 

 （４） 普通自動車運転免許を有する者。 

 （５） パソコンの操作（ワード、エクセル、パワーポイントの基本操作）ができ 

ること。 

 （６） 地方公務員法第１６条に規定する一般職員の欠格事項に該当しない者。 

 （７） 心身ともに健康で、地域住民と協力しながら地域活動に取り組める者。 

 

【求める人物像】 

一般社団法人積丹観光協会の職員として、自ら橋渡し役となり、主に町内各事業者 

（会員）や行政との連携を密にとることをメインに活動して頂きます。 

積丹観光、まちづくりについて興味があり、積極的に情報発信を行うなどの意欲を 

もっていること、また、今後のインバウンド需要拡大にも対応できるよう、基本的 

な英語力を有している方を歓迎いたします。 

 

【業務・活動】 

（１）一般社団法人積丹観光協会運営に係る一般事務及び窓口での観光案内。 

（２）中央バスＩＣカードや定期券の販売。 

（３）町内外各イベントへの参加、町内イベントの企画・立案。 

（４）積丹観光センター内における海産物・農産物等地場産品直売所での物産販売。 

（５）積丹町内または町外各関連団体等との連携や会議への出席。 

（６） 小規模レンタカー事業立ち上げ・運営全般等。 

 



【任 期】 

 令和８年８月１日〜令和９年３月３１日 

  （ただし、最長、令和１１年７月３１日まで更新を可能とします。） 

 

【報酬等】 

 （１）基本給  月額２２０，０００円 

 （２）諸手当  ・住居手当（最大 28,000円まで補助） 

・時間外手当（最大月４５時間） 

・賞与（夏１.5ヶ月、冬 1ヶ月）※但し、初年度については 6 ヶ 

 月を経てからの支給となります。また、積丹観光協会の運営状 

況によって支給割合が変動する場合があります。 

         ・中小企業退職金共済へ加入 

 （２）支払日  本人の申し出による口座に毎月２１日に支払います。 

 （３）控 除  社会保険料、税金等は、毎月の基本給から控除します。 

 

【勤務場所】 

 一般社団法人積丹観光協会（積丹町大字美国町字船澗 380番地 6） 

 

【勤務時間等】 

    早番 午前７時４５分〜午後４時４５分（休憩時間６０分含む）または 

遅番 午前９時１５分～午後６時１５分（休憩時間６０分含む） 

※シフト制、基本週５日勤務ですが、夏期シーズンの繁忙期、またやむを 

得ない事由により、それ以上の勤務体制となってしまう場合もあります。 

 

【勤務しない日】 

 （１） 週休日：非定例日（週当たり基本２日）※参照 

 （２） 国民の祝日に関する法律による休日  

 （３） 年末年始の休日（12月 29日から 1月 5日まで） 

 

【待遇等】 

 （１） 身分は一般社団法人積丹観光協会一般職員です。 

 （２） 活動期間中の生活する住居は町が用意します。（町営住宅等） 

 （３） 業務に必要なパソコン及び車両は貸与します（無償）。持込も可。 

（４） 社会保険、厚生年金、雇用保険に加入することとし、年次休暇については 

労働基準法等関係法令によります。 

 （５） 積丹町に転居するにあたり必要な費用は、個人の負担とします。 

 

 

 



【応募方法】 

 地域おこし協力隊応募用紙に必要事項等を記入・印刷し、写真貼付の上、下記住所

まで郵送にて送付。（メールでの応募は不可とします。） 

 

【応募期間】 

 令和８年６月２２日（月）〜令和８年７月１７日（金） 

 

【選 考】 

応募用紙（履歴書）を受領後、１４日以内(土・日・祝日を除く)に応募者に対し受

領確認の連絡をします。 

  応募者の選考は、書類審査後、日取りを決めて面接を実施します。なお、応募者が

面接のために必要とする交通費等については、個人の負担とします。  

 

 「地域おこし協力隊」について、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。  

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-

gyousei/02gyosei08_03000066.html 

 

 

【応募・問い合わせ先】 

〒046-0201 

 北海道積丹郡積丹町大字美国町字船澗 380番地 6  

 一般社団法人積丹観光協会 山田宛 

 電話：0135-44-3715  FAX：0135-44-3716 

 電子メールアドレス：info@kanko-shakotan.jp 

https://www.town.shakotan.lg.jp/contents/164b864125017d020b771e1e51c7bbc72a04809a.doc
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/02gyosei08_03000066.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/02gyosei08_03000066.html

